
H22年6月

必要な証明書類

収入有 直近3ヶ月分の給与明細（写）、または給与支払証明書（写）、または年金振込通知書等

収入無 平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

在学証明書または学生証の（写）

直近3ヶ月分の給与明細（写）または給与支払証明書（写）等

在学証明書または学生証の（写）

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

収入有 直近3ヶ月分の給与明細（写）または給与支払証明書（写）等

収入無 平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

在学証明書または学生証の（写）

直近3ヶ月分の給与明細（写）または給与支払証明書（写）等

仕送りの証明（３ヶ月分）

住民票または別居先の賃貸契約書の写し

在学証明書または学生証の（写）

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

仕送りの証明（３ヶ月分）

住民票または別居先の賃貸契約書の写し

直近3ヶ月分の給与明細（写）または給与支払証明書（写）等

仕送りの証明（３か月分）

住民票、または別居先の賃貸契約書の写し

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

仕送りの証明（３か月分）

住民票、または別居先の賃貸契約書の写し

直近3ヶ月分の給与明細（写）、または給与支払証明書（写）、または年金振込通知書等

認定対象者の配偶者の収入に関する証明書
*配偶者が死亡や離婚等でいない場合は、その旨を調査票の欄外に記入下さい

住民票
*同居であるが、被保険者と認定対象者の住民票が別となる場合は、それぞれの世帯のもの

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

認定対象者の配偶者の収入に関する証明書
*配偶者が死亡や離婚等でいない場合は、その旨を調査票の欄外に記入下さい

住民票
*同居であるが、被保険者と認定対象者の住民票が別となる場合は、それぞれの世帯のもの

直近3ヶ月分の給与明細（写）、または給与支払証明書（写）、または年金振込通知書等

認定対象者の配偶者の収入に関する証明書
*配偶者が死亡や離婚等でいない場合は、その旨を調査票の欄外に記入下さい

仕送りの証明（３ヶ月分）

住民票

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

認定対象者の配偶者の収入に関する証明書
*配偶者が死亡や離婚等でいない場合は、その旨を調査票の欄外に記入下さい

仕送りの証明（３ヶ月分）

住民票

直近3ヶ月分の給与明細（写）、または給与支払証明書（写）、または年金振込通知書等

住民票

平成21年の非課税証明書（原本）、または平成21年の課税証明書（原本）

住民票

収入に関する証明書　―　写しで可 仕送りの種類と仕送り証明書　―　写し

給与所得 　　給与明細、もしくは給与支払証明書 ◆振込明細書３ヵ月分 

公的年金　　年金改定通知書、もしくは年金振込（支払）通知書（年額分） 銀行または郵便局からの振込み（インターネットからの振り込み含む）

　　　　　　　　*平成21年から受給開始した方のみ年金証書（裁定通知書） 振込み伝票の控え（写し可）、もしくは通帳の振込みが確認できる部分（提出時は送金以外の

収支欄、残高欄は消してください）

自営業 青色申告書 ◆現金書留

農業 確定申告書 振込明細書３ヵ月分 

◆給与の分割振込み、通帳による入金

平成21年の非課税証明書・課税証明書　―　原本

◆介護施設等の入所費用、介護サービス等の費用

被保険者宛の領収書（写し可）

住民票　―　原本 仕送りとは認められないもの

6ヶ月以内に発行されたもので、世帯全員、世帯主  続柄記載のあるもの

単身赴任をしている被保険者の留守宅家族の場合

収入無

収入有

収入無

学生

収入有

収入無

その他

別紙別紙別紙別紙－－－－2222　　　　　　　　被扶養者認定被扶養者認定被扶養者認定被扶養者認定のためののためののためののための証明書類証明書類証明書類証明書類　（　（　（　（下記下記下記下記のののの書類以外書類以外書類以外書類以外にもにもにもにも必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて提出提出提出提出していただくこともありますしていただくこともありますしていただくこともありますしていただくこともあります））））

家族が利用している口座の通帳（写し）で、仕送り月の出金した内容がわかる全てのページをコピーし
てください。

・生計費を「手渡し」している。
・近隣に住んでいるため、食費などの生活費は、被保険者が負担しているなど

被扶養者の状況

市町村によっては6月中旬以降の発行になる場合もありますので、各市町
村へご確認下さい。
標記証明は平成22年1/1居住の市町村役場で発行となります。転居され
た場合には郵便やインターネットで当該市町村役場へ請求の上、取得願
います。

父、母、
祖父、祖母

収入有

収入有

配偶者と同居している家族であれば、被扶養者状況は上記表の「同居」扱いで構いません。

収入有

収入無

収入有

収入無

同居

別居

上記以外 同居
学生・その他は

問わず

収入無

その他

学生

同居・別居は
問わず

配偶者
学生・その他は

問わず

同居

子、弟、妹、孫
23歳以上

*22歳以下の場
合、証明書類は必

要なし

別居


